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１  はじめに 

東南アジア諸国では、視覚障害者がマッサージ業に従事

する事例は半世紀前まであまりみられなかった。しかし現

在、これらの国々でも、日本、韓国、台湾、中国など東ア

ジア諸国と同様、マッサージ業は、視覚障害者の有力な職

業として注目されている。 

本研究では、2016年５月にフィリピンで開かれた第13回

WBU（世界盲人連合）アジア太平洋地域マッサージセミ

ナーに参加して得られた情報をもとに、昨年に引き続き

フィリピンの状況を紹介するとともに、特に、韓国、台湾

の現状と今後の課題について報告する。 

 

２ 調査方法 

(1) 文献情報の収集・分析 

 国内外の関連文献を収集するとともに、インターネット

を活用して、行政機関等が保有する制度面の関連情報を収

集した。 

(2) 面接調査 

 2016年５月にフィリピンで開催された第13回WBUアジア

太平洋地域マッサージセミナーに出席して、各国の関係者

に面会して意見交換をするとともに、追加的に関係者に対

して電子メールによる質問を送付し、面接調査を補完する

情報を得た。 

 

３ 調査結果 

(1) フィリピンの状況 

ア 視覚障害者の状況 

 フィリピンには約50万人の視覚障害者がいる（総人口に

占める割合は約0.5％）。大多数の視覚障害者が小学校段

階までの教育は受けているが、上級学校への進学率は低い

といわれている。 

 職業教育は高校段階で行われるほか、地域のリハビリ

テーションセンターなどで訓練が提供され、技術教育技能

開発局（TESDA: Technical Education and Skills 

Development Authority）が定める基準に適合する技能習

得証明を得ることができる。 

イ マッサージの教育・訓練 

 マッサージの資格には、マッサージ療法（Massage 

Therapy）と保健マッサージ（Hilot Massage）の２種の資

格があり、これらの資格を取得するためには一定期間の訓

練を修了しなければならない。前者については６か月間の

受講が、後者については短期（例：15日間）の訓練を修了

すれば、資格認定試験が受けられるという。 

 視覚障害者がマッサージ療法士の資格を取得するために

は、マニラにある国立盲学校高等部か、社会福祉省が主要

都市に設置している職業リハビリテーションセンターで、

６か月の訓練を受講して、認定試験を受けることになる。 

ウ 視覚障害マッサージ師の状況 

 フィリピンでは現在約15,000人の視覚障害者がマッサー

ジ業に従事している。その半数以上はいわゆるフリーラン

スの立場だが、少なくとも40％は視覚障害者または非障害

者が経営するマッサージ施術所で働いているという。 

 都市部では、視覚障害マッサージ師は、１日当たり平均

４人に施術しており、月12,000～15,000ペソ（約32,000～

40,000円）の収入があり、農村部では、6,000～8,000ペソ

（約16,000～22,000円）の収入があるという。  

エ 法的整備の状況 

 1997年に、世界盲人連合東アジア太平洋地域協議会

（WBUAPの前身）のマッサージセミナーがフィリピンで開

催され、マッサージ業が視覚障害者にとって有望な職種で

あることが認識されるようになった。このセミナーを契機

に、医療法（Republic Act 8423）の中に「マッサージ療

法」が規定され、国民の健康維持と保健のための医療技術

として正式に位置付けられたという。 

 このように、マッサージが健康医療産業として認められ

た結果、視覚障害者だけでなく、健常者の中にもこの仕事

に就く者が増えてきた。そこで、保健省は、安全性確保の

ため、マッサージの実践ルールを徹底させ、免許証提示の

必要性を認めることとなった。厳格な訓練を受け、マッ

サージ療法士団体による資格試験に合格した者だけがマッ

サージ業に従事できるとする行政命令（Administrative 

Order No. 2011-0034）を発布したのである。 

 しかし、この命令は視覚障害者の実情に適合していない

という問題が指摘された。視覚障害者の多くは、マッサー

ジ師としての技能はあるが、学力・経済面で基準を満たす

ことができないからだという。そこで、2011年に視覚障害

業者の職能団体が結成され、視覚障害マッサージ師の現状

を訴えた。その結果、政府は、①訓練教材は全て視覚障害
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者がアクセスできるものにすること、②視覚障害マッサー

ジ師は2017年末までは免許無しでも働けるよう猶予するこ

と、③高校を卒業していない者にも資格試験の受験を認め

ること等の経過措置を行った。これにより、無免許でマッ

サージを行っていた視覚障害者の80％が資格試験に合格し、

免許所持者となっている。 

(2) 韓国の状況 

ア 視覚障害者の状況 

 韓国の人口は約4,900万人であるが、うち視覚障害者と

認定されているのは約26万人である（人口に占める割合は

0.53％）。 

イ マッサージ師の教育・訓練 

 韓国には12の盲学校（国立１、公立２、私立９）があり、

それぞれの高等部（３年課程）で按摩師免許取得に必要な

教育が行われている。また、2004年度からは、国立盲学校

を含む３校で高等部に普通科が設置されたことから、その

卒業生が進学できる専攻科（２年課程）でも同様の教育が

行われるようになった。そして中途視覚障害者のために、

大韓按摩師会が運営する按摩修練院の本部と11の地方支部

で、按摩師免許取得に必要な２年間の訓練が行われている。 

ウ 視覚障害マッサージ師の状況 

 韓国には約13,000人の視覚障害の按摩師がいるが、その

大半が按摩施術所を経営するか、按摩施術所に雇用されて

いる。企業内按摩師として、民間企業の保健室などで働く

ヘルスキーパー制度も導入されているが、賃金水準が低い

ことなどの課題があり、あまり普及していない。 

エ 今後の課題 

 視覚障害按摩師が直面する課題としては、①按摩業の視

覚障害専業制度を今後も維持すること、②按摩の医療的効

果に着目し、按摩施術を健康保険制度に組み込むこと、③

ヘルスキーパーのほかに、保健所に按摩師を配置すること

等が挙げられている。 

(3) 台湾の状況 

ア 視覚障害者の状況 

 台湾の総人口は約2,350万人であり、うち視覚障害者は

約57,000人である（総人口に占める割合は、0.24％で、全

障害者数の５％に当たるという）。 

イ 視覚障害者の就業状況 

 2010年の調査によれば、労働年齢（15～64歳）の視覚障

害者のうち就業中の者は、約8,300人で、就業率は29.1％。

うち2,160人（26％）がマッサージ業で働いている。 

ウ 法的規制の撤廃 

 台湾でも2011年10月末までは、マッサージ業（按摩業）

は、視覚障害者の専業とされてきた。盲学校や中途失明者

の訓練施設では、職業自立の手段としてマッサージ（按

摩）が指導されていたが、視覚障害者だけでは、急増する

マッサージへの需要に対応できず、非公認のマッサージ或

いは類似の手技療法による同種の営業者が市場を席巻する

ようになった。こうして新たに参入した営業者の団体が、

按摩業の視覚障害者専業について、憲法違反を主張して

争った結果、2008年10月に大審院がこの争点について判断

を示し、専業が違憲とされた。そして、2011年10月末を

以って専業制度が廃止されたため、政府は、視覚障害者の

新たな職業の開発、雇用機会の創出に努めることとなった。 

エ 今後の課題 

 セミナーでの報告によれば、晴眼業者参入によって市場

競争が激化してきたことを踏まえ、視覚障害業者の技能面、

経営面での強化を図ることが重要だとしている。日本の施

術所経営の状況を例に引きながら、個人開業ではなく、按

摩師５～10人程度の施術所の経営が、①職業的技能の向上、

②施術所の立地環境、③顧客との人間関係、④施術所の経

営管理の面から、比較的実現しやすい形態であろうと予測

している。 

 

４ 考察 

 わが国では、マッサージ業は長年にわたって視覚障害者

の伝統的な職種として見なされてきたが、過去50年間に晴

眼業者の割合が年々高まりつつあり、施術所自営の視覚障

害者が置かれた状況は、日を追って深刻化しつつある。

フィリピンでは、目下、視覚障害者の職業的自立を支える

重要な手段としてマッサージ業が注目されているが、わが

国が確立してきた教育制度、医療制度への組入れ等の経験

がその発展に役立つ可能性が認められる。 

 他方、東アジアでわが国に次いで伝統をもつ韓国と台湾

では、マッサージ業の視覚障害者専業を巡って存置と廃止

の二つの立場がみられる。視覚障害者の就業機会を確保す

る手段として、専業を存置するか、専業を廃止して視覚障

害者の市場競争力の強化を図るかの違いである。わが国で

もあん摩マッサージ指圧師養成課程の定員増、新設に当

たって、視覚障害者の生計維持を考慮して認可しないこと

ができるとする法律の条項があり、市場における競争を制

限するしくみが設けられているが、その有効性については

議論が分かれている。その意味で、台湾の当事者団体の調

査研究と実践的取組の推移が注目される。 
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１  はじめに 

(1) 研究の背景と目的 

わが国における盲ろう者の人口は、平成24年の実態調査1)

により、約14,000人とされ、そのうち、労働年齢である18

歳以上65歳未満の割合は2,490名（17.8％）である。盲ろ

う者の就労に関する研究では、全国盲ろう者協会が行った

全国盲ろう者生活実態報告書がある2)。その内容は、盲ろ

う者338名を対象に外出や就労などの社会参加について調

査した結果、半数が仕事はしていない、３割以上が訓練は

受けたことはないとの結果であった(回収率:92.3%)。また、

就労について過去の職業として、あん摩マッサージ指圧師

はり師きゅう師(以下「理療師」とする)18％、会社員43％、

現在の職業として理療師11％、会社員４％という結果に

なっている。盲ろう者の多くが就労喪失する中、唯一理療

師が高い割合を占めており盲ろうという状態になってもな

お、仕事ができる要件を備えていると考えられる。 

本研究では、盲ろう者の就労の中で高い割合を占めてい

る理療師に焦点を当て、盲ろう者の面接により免許取得か

ら就労までの実態を把握するとともに、特別支援学校・養

成施設へのアンケート調査を行うことで、理療師免許取得

の実態、理療で就労するための要件を明らかにし、盲ろう

者の自立と就労支援に役立てることを目的とする。 

 

(2) 盲ろう者の分類 

盲ろうの分類について坂尻3)は、盲ろう者は視覚及び聴

覚の障害の程度によって、①全盲ろう、②弱視ろう、③全

盲難聴、④弱視難聴の４つのカテゴリーに大別されるとと

もに、いつ、どちらの障害から重複化したかの障害歴では、

①盲ベース、②ろうベース、③同時(先天性)、④同時(後

天性)の４つのカテゴリーに大別されるとしている。 

 

２  方法 

(1) 現在理療で就労している盲ろう者への面接調査 

① 対象：理療師免許取得している盲ろう者10名程度 

② 期間：平成28年６月～９月  

③ 面接内容 

対象者の基本属性は、性別、年齢、障害の状況等プロ

フィール項目、読む、聞く、書く、話す等情報の受信と発

信の項目、ＩＣＴ活用の項目の３項目とし、理療師免許取

得のための授業の実態、就労時の状況等について調査した。 

④ 手順 

 機縁募集した盲ろう当事者に対し、半構造化面接による

調査を実施した。面接時は、必要に応じて研究協力者の内

容が十分伝わるように、通訳者の同席も行った。面接後の

内容について、逐語録を作成し分析を行った。なお、８月

現在で10名中５名の面接結果の分析を終了しており、５名

については今後分析する。 

 

(2) 特別支援学校・養成施設へのアンケート調査 

① 対象：全国の理療教育課程を設置している特別支援 

学校・養成施設 65校 

② 期間：平成28年６月～８月 

③ 調査方法 

 対象校の進路等の担当教員に対し、盲ろう者の実態につ

いて、全体調査、在学生の個別調査、卒業生の個別調査の

３種類の調査票を送付し、同封した返信用封筒により回答

を求めた。 

④ 調査内容 

 全体調査は、全学校に対して盲ろう者の受け入れ実態、

教育相談の状況、卒業生からの相談等とし、在学生及び卒

業生の調査は、盲ろう者を受け入れたことのある学校に対

して、性別、年齢等基本属性、座学や実技授業での支援実

態、就労に向けた支援、卒後の進路等の内容とした。なお、

アンケート調査は集計中であり、今回は面接から得られた

内容と関連した項目について検討することとした。 

 

３  結果 

(1) 盲ろう者の面接結果 

基本属性は、男性３名、女性２名で、40代が３名であっ

た。盲ろうの分類では、弱視難聴１名、全盲難聴２名、弱

視ろう２名であった。情報の受信・発信では、聴く手段に

おいて、指点字や触手話など多岐にわたる反面、話す手段

では４名が発話を使用しており、面接時の場面において、

スムーズにコミュニケーションがとれた。また、ＩＣＴ機

器の活用においては、パソコンが４名、携帯電話が５名で

あり、インターネットを活用し、必要な情報収集に使用し

ていた。特にメールは毎日使用するなど５名ともＩＣＴ機

器の使用に精通していた。 

授業の実態では、専門用語の理解が難しい反面、ホワイ

トボードの使用、手のひら文字、メールの使用等、個別に
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見合った支援が行われていた。また、授業でわからない用

語は、わかるまで聞きにいく等、積極的に問題解決する姿

勢が窺えた。 

理療就労については、病院勤務１名、治療院勤務２名、

出張マッサージ２名という結果で、あマ指の仕事が４名と

ほとんどであった。あマ指施術においては、患者との間で

力の強さを手でたたく等、非言語的合図を決めておけばス

ムーズな施術ができるとのことであった。しかし、通勤、

コミュニケーションは弱視難聴者以外は介助者が必要な場

面が多く、家族など人的サポートに依頼するケースがみら

れた。 

また、５名中４名が、通勤面や人間関係などで最初の就

職先から２年程度で転職を余儀なくされ、自分に合った就

労先を探すのに苦心している状況が伺えた。 

(2) 特別支援学校・養成施設へのアンケート結果 

 アンケート調査は、65校中57校から回答が得られた（回

収率87.7%）。そのうち、盲ろう者の入学経験のある学校

は27校（47.4%）であり、現在、在学している学生は10名、

卒業生は75名という結果であった（表１）。 

 

表１ 特別支援学校・養成施設へのアンケート結果 

対象数 回答数 ％ 

学校 65 57 87.7 

盲ろう受け入れ 27 

卒業生 75 

在学生 10 

免許取得 41 

あ・は・き 19 

あマ指 22 

 

 

表２ 盲ろう分類と就労状況（人） 

盲ろう分類 総数 就労者数 

弱視難聴 33 30 

全盲難聴 9 4 

弱視ろう 6 1 

全盲ろう 0 0 

 合 計 48 35 

 

就労者の職種（内訳） 

特養など施設 2 

デイサービスデイケア 5 

訪問マッサージ 5 

治療院 6 

病院 4 

ヘルスキーパー 3 

開業 8 

その他 2 

今回は、卒業生のうち48名の状況を集計した内容を報告

する。理療師免許取得した者は41名（あ・は・き師19名、

あマ指師22名）であった。授業の実態は、１対１の補修や

教室に補助員を配置する等、個別の支援が行われていた。

また、免許取得した41名中、就職した者は35名（72.9%）

であり、学校の就労支援としては、高い割合で就職に結び

付いている結果となっている（表２）。 

 

４  考察 

 免許取得のためには、指点字や触手話等適した情報の発

信と受信手段が確立していること、学習方法が十分確立し

ていることが必要であり、そのうえで個別の支援が行えれ

ば、盲ろうの状況にかかわらず可能性が高いことが示唆さ

れた。また、免許取得から就労するためには、パソコン等

ＩＣＴ機器の活用は不可欠であり、５名ともに十分活用し

ている状況が伺えた。さらに、自らの障害をアピールし、

問題の解決について積極的に他者と関わる面もみられた。

これらは、理療師免許取得から就労するための要因の一つ

と考えることができる。 

 一方、就労後の状況について、施術における患者への問

診などのコミュニケーションでは、複数の主訴や現病歴等

が多岐にわたる場合は、情報量が多く単独での理解が困難

な状況であった。また、通勤での困難をあげる者が多かっ

た。例えば、公共交通機関での事故や工事現場など突発的

な問題が生じた場合は、周りの状況がつかめないため単独

での対処が難しく、家族などの援助が必要なケースがほと

んどであった。 

 しかし、免許取得の状況や施術において、患者との間で

合図を決める等すれば十分施術できることから、問診や通

勤時のコミュニケーションの解決策を見出すことが就労に

結びつく要件ではないかと考える。今後も、面接調査、ア

ンケート調査の分析を行い、就労の要件について人的サ

ポート体制も含め検討をしていく予定である。 

 

【参考文献】 

1) 全国盲ろう者協会:｢厚生労働省平成24年度障害者総合福祉推

進事業盲ろう者に関する実態調査報告書｣p.1-19(2013) 

2) 全国盲ろう者協会:｢平成16･17年度盲ろう者生活実態調査報告

書｣(2006) 

3) 坂尻正次:盲ろう障害とその特性に応じた支援機器の導入-盲

ろう者用就労支援機器の研究のために収集した情報から｢職リ

ハネットワーク (53)｣p.33-39(2003) 
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「チャレンジドサポーター コミュニケーション力強化プログラム」 
－聴覚障害者の職場定着を目指して－ 

 

笠原 桂子（株式会社ＪＴＢデータサービス ＪＴＢグループ障がい者求人事務局）  
 

１  背景  

障害者雇用実態調査１）によると、従業員規模５名以上

の事業所に雇用されている身体障害者約43万３千名のうち、

聴覚言語障害者は約５万８千名（13.4％）であり、肢体不

自由（43.0％）、内部障害（28.8％）に次いで三番目の数

値を示した。 

聴覚障害者の雇用においては、雇用者側・当事者側の両

者の課題として、コミュニケーション不全により、正確な

情報伝達・意思疎通等の困難な状況や２）、コミュニケー

ション障害に派生する職場における対人関係の調整の課題

についての指摘がある３）。しかしながら、コミュニケー

ション障害を改善する策を講じている企業は半数にとど

まっていると報告されている３）。 

また、特に若年の聴覚障害者の就労においては、職場帰

属意識や職能充実感に加え、支援関係が満足度を構成する

と考えられており４）、聴覚障害者の定着支援においては、

職場での支援体制とコミュニケーションが重要と考えられる。 

 

２  ＪＴＢグループの障害者雇用と定着支援 

ＪＴＢグループにおける、2015年度の障害者雇用状況は、

雇用している障害者は330名であり、うち、聴覚障害者は

120名と、36.4％を占めた。これはほかの障害種別を比較

しても大多数を占め、ＪＴＢグループの障害者雇用促進と

社会貢献の観点から、聴覚障害者の定着支援が、重要と考

えられてきた。 

また、障害のある社員が活躍できる環境を構築すること

が社の成長戦略と位置付けられており、障害社員当事者に

対しては、2007年度より、「チャレンジドサミット」とし

て、集合研修及び交流の場を開催してきた。この中で、職

場での課題として、特に聴覚障害社員から、毎年「コミュ

ニケーション」が挙げられており、当事者にとっての課題

として大きなものだと認識をしてきた。 

一方で、2008年度より、「チャレンジドサポーター研修」

として、障害のある社員を部下に持つ管理職者、リーダー

を対象に、障害のある社員とのコミュニケーションを深め

るスキルを身に着けることを目的に、集合研修を開講した。 

しかしながら、特に、社内でのコミュニケーションに課

題を抱える聴覚障害者のサポーターにとっては、座学での

その場限りの学習よりも、聴覚障害者との職場でのコミュ

ニケーションを必須とした教育プログラムが有効ではない

かとの視点から、2011年度より、聴覚障害のある社員のサ

ポーターを対象に、通信教育へと切り替えを行い、毎年実

施してきた。 

 

３  プログラムの目的 

障害者の中でも、特に相互理解のための「コミュニケー

ション」が難しいとされる「聴覚障害者」と共に働き直接

指導する社員・上司（サポーター）が、職場で具体的なコ

ミュニケーションスキルを身につけることで、聴覚障害者

の定着率向上を目指す。 

 

４  対象者 

新入社員及び異動などで聴覚障害の社員を初めて指導す

るサポーター（直接指導する社員・上司）を対象とし、希

望制とした。 

 

５  方法 

社内イントラネットに、プログラムを掲載、申込者はダ

ウンロードし、受講を開始する。課題の提出先は特例子会

社の定着支援課とし、所属する専門職が課題を採点および

フィードバックをする。また、同時に特例子会社定着支援

課には相談窓口を設置し、サポーターが直接専門職に相談

可能な仕組みを構築した。 

(1)プログラムの目標 

聴覚障がいを理解し、聴覚障がい者のサポートを通して

自己及び聴覚障がい者の成長と働きやすい職場づくりを推

進できる。 

(2)内容 

① 第１回 聴覚障がいを知る 

聴覚障がいについての理解度とコミュニケーションや職

場環境について振り返り、聴覚障がい者と働く上で、知っ

ておいた方が良い知識・スキルを学ぶ。 

方法は、テキストおよび、高齢・障害・求職者雇用支援

機構（JEED）発行の、「聴覚障害者の職場定着推進マニュ

アル」と、「コミック版３ 障害者雇用マニュアル 聴覚

障害者と働く」を使用し、自己学習を進め、理解度チェッ

クシートにて、確認を行う。 

② 第２回 聴覚障がい者との直接コミュニケーション 

実際に聴覚障がい者と向きあうことで、サポーターとの

距離を縮め、業務上の摩擦、誤解を解消できるように動く。  

また、聴覚障がい者のやりがいを高め、自己の成長にもつ

なげる。 

方法は、テキストにて、聴覚障がい者との面談の手法と

ポイントを学び、実際に面談、その内容を振り返り、課題
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（面談シート）を提出し、フィードバックを得る。 

③ 第３回 課題解決に向けた職場内共有と環境の整備 

聴覚障がい者の理解を進めるとともに、働きやすい職場

環境づくりのために何ができるかを職場内で考える。 

方法は、テキストにて、職場内の問題共有と解決に向け

た手法とポイントを学び、実際に職場ミーティングを行い、

組織として、聴覚障がい者が働きやすい環境づくりに取り

組む。また同様に課題（職場内共有と環境整備シート）を

提出し、フィードバックを得る。 

(3)進め方 

表を目安に、概ね11週間での終了を目指す。なお、課題

の提出が遅延した場合は、特例子会社担当者より、プログ

ラムを進めるよう促す連絡を行い、全員がプログラムを終

了できるようにサポートを行う。 

 

(4)終了後の振り返り 

プログラム受講者（サポーター）、および対象の聴覚障

がい者にアンケートを実施し、本プログラムの有用性を検

討する。 

 

６  実施状況 

(1)2016年度実施状況について 

５月開講の第１回については、12名のサポーターがプロ

グラムに参加した。最終課題まで提出したのは11名

（91.6％）であった。８月開講の第２回については、20名

のサポーターが参加している。 

また、第１回、第２回の受講生計32名のうち、９名が

2016年度新入社員で聴覚障害者を迎えたサポーターであり、

他23名は、異動等で聴覚障害者とともに働くことになった

サポーターであった。 

(2)2015年度終了アンケート結果 

2015年度の終了後のアンケート結果について、サポー

ター（参加者）では、「自身と対象聴覚障がい者との関係

に変化があった」が90％、「組織全体での変化があった」

が80％、「プログラムが役に立った」と答えたのは100％

と、全体的に高評価であった。 

一方で、当事者アンケートにおいては、「サポーターと

の関係に変化があった」のは83.3％、「組織全体での変化

の実感」は66.7％と、サポーターと比較して低値を示した。 

 

７  今後の課題 

プログラムの効果が、聴覚障害社員当事者とプログラム

受講者のサポーターのみに留まらないよう、職場のチーム

内での共有の重要性とその有効な方法について検討したい。 

また、職場でのコミュニケーションの改善が一過性にな

らないよう、アフターフォローの必要性についての検討お

よび、長い職業人生を見据えた、さらなる定着支援への取

り組みについて、検討していきたい。 

 
注）ＪＴＢグループでは、「障害」を「障がい」と表記している

ため、本論文についても、プログラム内容等一部で「障が

い」と表記した。 

 

【参考文献】 

1)厚生労働省：平成20年度障害者雇用実態調査結果報告書．5-7，

2009. 

2)打浪文子，北村弥生：大学で情報保障を利用した聴覚障害者の

職場における状況と課題．国立障害者リハビリテーションセン

ター研究紀要31，43-46，2011． 

3)水野映子：聴覚障害者の職場におけるコミュニケーション．ラ

イフデザインレポート （182）, 4-15，2007． 

4)笠原桂子，廣田栄子：若年聴覚障害者における就労の満足度と

関連する要因の検討．Audiology Japan 59，66-74，2016. 

 

【連絡先】 

株式会社JTBデータサービス 笠原桂子 

keiko_kasahara@jtb-jds.co.jp 

表  プログラム内容 

テーマ 内容 進行期間目安

①イメージをつかむ 1週間

②障がいを理解する

③理解度チェック

①面談の仕方を学ぶ

②面談を計画する

③面談シートに即して面談をする

④面談を振り返る

①組織の課題は何かを考える

②職場内ミーティングを開催し、組織として取り組むことを話し合う

3

課題解決に向けた

職業内共有と

環境の整備

2週間

1 聴覚障がいを知る

2週間

2
聴覚障がい者との

直接コミュニケーション

1週間

1週間
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聴覚障がい者のキャリアアップを阻害する要因についての一考察 

 

○宮本 治之（聴覚障がい者キャリアアップ研究会  会長） 

渡辺 儀一・村松 広丘・長野 裕美（聴覚障がい者キャリアアップ研究会） 
 

１  はじめに 

2010年１月に｢聴覚障がい者キャリアアップ研究会｣（以

下「聴障キャリ研」という。）を立ち上げて以来、聴覚障

がい者の就業におけるキャリアアップの問題を多く見聞き

してきた。聴障キャリ研は、大手企業で就業している主任

層から管理職を担っている聴覚障がい者で構成され、現在

のITツール（チャットや音声認識など）や手話通訳、要約

筆記などのサポートによる情報保障や法的な整備が無かっ

た時代から実務をこなしてきたメンバーである（表）。 

 

表 聴障キャリ研の主なメンバーの属性 

勤続年数 職位 業界 職種 

6～10年 － 

－ 

IT･通信 

製造･機械 

経理 

総務、開発 

11～15年 － 

－ 

自動車 

IT･通信 

調査 

技術、開発 

16～20年 － 製造･機械 技術、開発 

21～25年 － 

主任 

主任 

リーダー 

課長 

金融 

IT･通信 

建設 

製造･機械 

製造･機械 

総務、広報 

技術、開発 

技術、開発 

営業、企画 

技術、開発 

26～30年 主任 

課長代理 

製造･機械 

情報 

技術、開発 

調査 

31～35年 副部長 

担当部長 

放送 

建設 

総務、企画 

技術 

 

大手企業における就業は｢音声によるコミュニケーショ

ン｣が大きな比重を占めている職場環境である。特に聴覚

障がい者の場合は、他の障がい者よりもフットワークよく

動けるのに思いどおりの成果に結びつかないケースが見受

けられる。聴覚障がいのハンディやコミュニケーションな

どの不利な条件があっても、自らがもつ｢強み｣をアピール

することによって、昇進・昇格を可能にしてきた。障がい

があっても能力がある人は、それなりの創意工夫や向上心

と気概があれば、企業にとっても社会にとっても活かされ

る機会は必ずあると考える。 

本発表は、聴障キャリ研の主なメンバーが大手企業にお

いて昇進・昇格してきた経験がある当事者の観点から、既

知の聴覚障がい者のキャリアアップの問題点を考察するも

のである。 

 

２  背景と現状問題 

聴覚障がい者はコミュニケーションが取りづらいという

問題があるためにキャリアアップが難しい、という問題を

取り上げた記事やアンケート統計、研究調査がいくつか散

見されるが、実態を見据えつつ的確に分析されたものはほ

とんどない。 

なぜなら、そのほとんどは健常者がおこなっているもの

であり、健常者の価値観や判断、主観やバイアスがあり、

聴覚障がい当事者が経験してきたこととは乖離がある。 

また、学識者や行政、ジョブコーチなどの理論や取り組

みが現場で活かされていない、問題解決につながっていな

いなどの問題があるために、就労移行支援会社や人材紹介

会社などがサポートしているという現象が起きている。 

企業に入社した聴覚障がい者自身の意識と処遇にギャッ

プを感じた人は優秀な人ほど離職する可能性が高い面も見

受けられる。逆に、苦労して入社できただけで安心してい

る人、そのまま現状維持、キャリアアップをあえて考えな

いようにして淡々とルーチンをこなしていく人も多い。 

そこで、能力がある聴覚障がい者はたとえば、有名難関

大学を卒業して就職したのに、コミュニケーションなどの

問題やキャリアアップの悩みに対して解決できないまま離

職、大学院や聾学校（聴覚特別支援学校）教員、公務員へ

の転身を図る実例もみられる。企業は能力だけではなく資

質や実務経験などの目に見えない要求が多くあり、これを

感じ取らないまま、コミュニケーションの方法や環境など

を問題として取り上げる現状が多いのである。 

 

３  キャリアアップを阻害する要因 

聴覚障がい者が就業上におけるキャリアアップ問題を取

り上げるとき、まずコミュニケーションありきで考える傾

向がある。特に聴覚障がい者が健常者とコミュニケーショ

ンの方法や環境などに対して、ITツール（チャットや音声

認識など）や手話通訳、要約筆記などの情報保障の改善や

要望、環境整備の話題が増加する。 

しかし、実際に情報保障の有無とキャリアアップとの相

関関係は未だに明確になっていないだけでなく、聴覚障が

いに起因するハンディとギャップは必然的に生じているの

が現実である。その差を情報保障によって乖離を小さくす

る機能としての役割があるだけに過ぎないと考える。その

乖離の大きさは聴覚障がい者によってさまざまであり、情

報保障でなくても聴覚障がい者自身の創意工夫や何らかの
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プラスアルファの努力などによって克服できるケースは実

際にある（図）。 

 

図 キャリアアップの阻害イメージ 

 

図で表記した点線の矢印は、聴覚障がい者自身の努力に

よってＡやＢのように角度が変化、左側に傾けば傾くほど

健常者にたとえる黒の階段線に近づいていき、それにとも

なってキャリアアップが可能になるイメージである。Ｂの

ようなイメージは、キャリアアップを断念してルーチンを

こなしていく現状維持のパターンである。 

要するに、聴覚障がい者自身が企業の中で全体から見て

自分の位置、立場を把握していない、もしくは興味を寄せ

ていないことと、周囲の健常者や企業の組織の論理を学ば

ない要因もある。情報保障という環境に依存し、自助努力

せずにまず環境を問題として取り上げるところは勉強不足、

経験不足はないのかということを認識する必要がある。 

そして、健常者の聴覚障がい者との認識ギャップ、健常

者の聴覚障がい者に対する理解不足の問題などは必然的な

要素であり、聴覚障がい者自身がそれらの問題に対する解

決方法を健常者にマネジメントする必要がある。 

 

４  今後の課題 

雇用率が２％にアップしただけでなく、雇用率の維持と

採用については以前より改善されてきているが、職場定着

の問題、離職率の高さは従来からあまり改善がみられない。 

また、職場定着を超えてその先にあるキャリアアップに

ついて議論や研究などをおこなっている事例がほとんどな

い。情報保障などの環境を整備することでキャリアアップ

に連動するかどうかの検討が必要になるが、他の障がい者

の就業におけるキャリアアップを俯瞰して対比してみると

明白なところがある。情報保障の配慮にともない、健常者

と同等かより高次の実績や利益を創出できなければ、健常

者との競争力を保てないことは明らかである。聴覚障がい

の程度に関係なく、健常者の側からみて一様に要求される

といったハードルは高いのである。表向きでは差別の無い、

障がい者が活躍できる、などのようなフレーズが多いが、

実際には現場と乖離がある。 

最近、世情によりポスト減少、昇進機会の減少などがあ

り、管理職やリーダー職などの適齢期の人には表彰などの

インセンティブで還元するといった昇進外施策があり、同

義でたとえると聴覚障がい者への情報保障の施しそのもの

を相対評価として影響されやすい面もある。 

最後に、情報保障をおこなうということは聴覚障がい者

がスポットライトをあびるように周囲から注目され、それ

にともなって健常者が配慮するといった心理的なバリアが

生じることは明らかである。配慮をおこなうという前提に

は人と人の間に生じる健常者と障がい者という差異がある

ということを認識する必要があり、それによって人に対す

る見えない評価が機能される側面もある。そこにキャリア

アップの弊害があることの因果関係を可視化していく必要

があると考える。 
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